
國學院大學学術情報リポジトリ

史料紹介 : 唐張九齢『曲江集』勅書内容総覧 :
巻十一（上）

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2025-02-27

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 『曲江集』勅書を読む会

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/0002001389URL



─ 67 ─

唐　張九齢『曲江集』勅書内容総覧 ――巻十一（上）――

『
曲
江
集
』
勅
書
を
読
む
会

　
　
　
　
唐
　
張
九
齢
『
曲
江
集
』
勅
書
内
容
総
覧 

―
―
巻
十
一（
上
）―
―

【
資
料
紹
介
】

は
じ
め
に

　

本
稿
は
『
史
学
研
究
集
録
』
第
四
〇
号
・
第
四
一
号
・
第
四
三
号

（
二
〇
一
五
年
・
二
〇
一
七
年
・
二
〇
一
九
年
）
で
発
表
し
た
「
唐　

張

九
齢
『
曲
江
集
』
勅
書
内
容
総
覧
―
巻
八
―
」「
同
―
巻
九
―
」「
同
―
巻

十
―
」（
以
下
、「
内
容
総
覧
」
と
略
記
）
の
続
編
で
あ
る
。
本
稿
で
は
巻

十
一
の
勅
書
の
前
半
六
首
を
対
象
と
す
る
。
巻
十
一
に
収
録
さ
れ
る
全

十
五
首
の
宛
先
の
内
訳
は
、
突
厥
の
毗
伽
可
汗
（
一
）、
登
利
可
汗
（
六
）、

突
騎
施
の
蘇
禄
（
一
）、
吐
蕃
の
棄
隷
蹜
賛
（
三
）、
契
丹
の
李
過
折
（
一
）、

と
い
う
周
辺
民
族
の
首
長
の
ほ
か
、
王
昱
（
一
）、
章
仇
兼
瓊
（
一
）
ら

地
方
官
、
そ
し
て
金
城
公
主
（
一
）
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
多

岐
に
わ
た
り
、
起
草
時
期
も
開
元
二
十
一
年
（
七
三
三
）
か
ら
開
元

二
十
四
年
（
七
三
六
）
ま
で
を
含
む
と
推
定
で
き
る
。

　

前
稿
の
刊
行
後
、
曲
江
集
の
勅
書
に
関
わ
る
論
考
と
し
て
、
赤
羽
目
匡

由
「
大
武
芸
時
代
の
渤
海
情
勢
と
東
北
ア
ジ
ア
」（
荒
野
泰
典
他
編
『
前

近
代
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
―
石
井
正
敏
の
歴
史
学
―
』
所
収
、
ア
ジ
ア
遊

学
二
一
四
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）、
速
水
大
「
開
元
二
三
年
の
突

厥
の｢

東
下｣

と
唐
の
情
報
収
集
」（
金
子
修
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

編
集
委
員
会
編
『
金
子
修
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集　

東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
皇
帝
権
力
と
国
際
秩
序
』
所
収
、
同
編
集
委
員
会
、
二
〇
二
〇
年
）、

岡
﨑
裕
子
「
金
城
公
主
の
書
状
―
唐
玄
宗
皇
帝
と
和
蕃
公
主
の
音
信
―
」

（
前
掲
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
皇
帝
権
力
と
国
際
秩
序
』
所
収
）、
そ
し

て
古
畑
徹「
張
九
齢
作「
勅
渤
海
王
大
武
芸
書
」四
首
作
成
年
時
再
論
」（
同

著
『
渤
海
国
と
東
ア
ジ
ア
』
第
二
部
補
論
所
収
、
二
〇
二
一
年
、
以
下
、

「
再
論
」と
略
記
）が
あ
る
。ま
た
、古
畑
徹『
渤
海
国
と
東
ア
ジ
ア
』は
、

こ
れ
ま
で
の
古
畑
氏
の
『
曲
江
集
』
の
勅
書
に
関
係
す
る
論
考
を
収
録
し

て
い
る
の
み
な
ら
ず
、「
補
注
」
や
「
追
補
」
で
発
表
後
の
研
究
を
引
い

て
再
検
討
し
て
お
り
、
重
要
で
あ
る
。

　

最
近
の
研
究
の
な
か
で
注
目
し
た
い
動
き
は
、『
曲
江
集
』
な
ど
の
文

集
に
収
録
さ
れ
た
詔
勅
の
収
録
経
緯
と
詔
勅
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
古
畑
「
再
論
」
は
、『
直
齋
書
録
解
題
』
巻
十
六
の
記
述
に
基

づ
い
て
『
曲
江
集
』
は
張
九
齢
自
身
の
編
集
で
あ
り
、
収
録
さ
れ
る
詔
勅

も
、張
九
齢
が
保
持
し
た
草
稿
で
あ
っ
た
と
す
る（
四
二
八
～
四
三
一
頁
）。

金
子
修
一
「「
賜
吐
蕃
宰
相
尚
結
贊
書
」
三
首
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
』
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一
四
四
、二
〇
二
二
年
）
は
、
陸
贄
の
詔
勅
三
首
を
材
料
に
、
文
集
に
見

え
る
詔
勅
が「
下
書
き（
草
稿
）」で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

今
後
、『
曲
江
集
』
の
勅
書
を
利
用
す
る
際
に
は
、
草
稿
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。し
た
が
っ
て
、古
畑「
再

論
」
に
み
え
る
勅
書
に
見
え
る
官
職
名
は
草
稿
段
階
の
記
述
で
不
正
確
な

も
の
が
含
ま
れ
る
と
の
見
通
し
（
四
三
八
～
四
四
〇
頁
）
も
、
心
に
留
め

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
巻
十
一
に
関
す
る
書
き
下
し
文
も
、
も
と
も
と
、
國
學
院
大
學

大
学
院
に
お
け
る
金
子
修
一
先
生
の
演
習
で
の
報
告
資
料
を
参
考
に
、『
曲

江
集
』
勅
書
を
読
む
会
で
、
読
み
直
し
た
成
果
で
あ
る
。
巻
十
一
の
勅
書

に
関
す
る
諸
氏
の
授
業
時
の
報
告
資
料
と
発
言
は
、
大
い
に
参
考
と
な
っ

た
。
ま
た
、
金
子
先
生
に
は
多
く
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記

し
て
金
子
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。た
だ
し
、

諸
氏
の
意
見
を
参
考
に
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
後
の
検
討
で
異
な
る
意
見

を
採
用
し
た
場
合
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
曲
江
集
』
勅
書
を
読
む
会

に
本
史
料
紹
介
の
責
任
が
あ
る
こ
と
を
、
再
度
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、「
内
容
総
覧
―
―
巻
十
―
―
」
ま
で
附
載
し
て
い
た
諸
表
に
つ
い

て
は
、「
内
容
総
覧
―
―
巻
十
一（
下
）―
―
」
で
ま
と
め
て
収
録
す
る
こ

と
と
し
た
。

※ 

本
稿
執
筆
時
の
会
の
主
な
参
加
者
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。岡
﨑
裕
子
・

菊
地
大
・
小
林
順
至
・
中
谷
景
介
・
張
雯
雯
・
速
水
大
で
あ
る
。
本
文

の
内
容
の
検
討
と
執
筆
に
つ
い
て
は
、 

各
勅
書
後
に
担
当
者
名
を
記

し
、
菊
地
と
張
と
速
水
が
全
体
の
総
括
を
行
っ
た
。（
文
責　

速
水
）
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凡
例

○　

 
本
稿
は
、
張
九
齢
『
曲
江
集
』
の
注
釈
で
あ
る
。

○　

 

全
体
の
構
成
は
、「
本
文
」・「
表
」・「
主
要
参
考
文
献
」・「
参
考
史
料
」

か
ら
成
る
。

○　

 「
本
文
」
部
分
に
は
底
本
の
巻
数
と
条
文
番
号
（
通
号
）・【
題
】・【
本

文
】・【
校
勘
】・【
書
き
下
し
】・【
宛
先
】・【
起
草
時
期
】・【
内
容
】
を

設
け
た
。

○　

 （
通
号
）
は
『
曲
江
集
』
収
録
の
詔
勅
九
十
三
条
な
ら
び
に
佚
文
の

通
し
番
号
で
あ
る
。

○　

 【
題
】
は
底
本
な
ら
び
に
参
考
諸
本
に
よ
る
詔
勅
名
で
あ
る
が
、
命

題
の
経
緯
が
判
然
と
し
な
い
と
共
に
、
題
名
と
宛
先
間
に
異
同
が
認

め
ら
れ
る
た
め
、
別
途
【
宛
先
】
を
設
け
た
。

○　

 【
本
文
】
は
『
四
部
叢
刊
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
一
九
年
）
を
底
本

と
し
、
研
究
会
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
標
点
を
付
し
た
。
字
体
は
九

巻
よ
り
原
則
と
し
て
旧
字
体
を
用
い
た
が
、
新
字
体
を
用
い
て
い
る

部
分
も
あ
る
。

○　

 【
校
勘
】
は
底
本
と
『
四
庫
全
書
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六

年
）・『
全
唐
文
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）・『
文
苑
英
華
』（
中

華
書
局
、一
九
六
六
年
）・『
永
楽
大
典
』（
中
華
書
局
、一
九
八
六
年
）

間
の
文
字
の
異
同
を
示
し
た
。
本
稿
で
は
『
四
庫
』『
全
唐
』『
文
苑
』

『
永
楽
』
と
略
記
す
る
。
ま
た
、
校
勘
の
結
果
、
底
本
を
訂
正
す
る

場
合
に
は
、【
校
勘
】
に
そ
の
旨
を
記
し
、【
書
き
下
し
】
で
は
注
記

し
な
い
。

○　

 【
書
き
下
し
】
は
研
究
会
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
書
き
下
し
案
を
提

示
す
る
。

○　

 【
宛
先
】
は
文
頭
の
「
敕
・・・
」
以
下
の
人
物
や
集
団
と
し
、
宛
先

が
複
数
の
場
合
は
併
記
し
た
。

○　

 【
起
草
時
期
】
は
該
当
勅
書
の
推
定
起
草
時
期
で
あ
る
。
起
草
時
期

の
詳
細
が
不
明
な
も
の
に
つ
い
て
は
「
張
九
齢
の
勅
書
起
草
可
能
時

期
」
と
し
た
。
詳
細
は
「
唐　

張
九
齢
『
曲
江
集
』
勅
書
内
容
総
覧

―
―
巻
八
―
―
」（『
史
学
研
究
集
録
』
第
四
〇
号
）
の
「
解
説
」
を

参
照
さ
れ
た
い
。

○　

 【
内
容
】
は
各
詔
勅
の
概
要
を
現
代
語
で
説
明
し
た
。
起
草
年
代
に

関
す
る
簡
単
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

○　

 【
内
容
】部
分
で
挙
げ
た
参
考
文
献
な
ら
び
に
参
考
史
料
は
、後
掲「
主

要
参
考
文
献
」・「
参
考
史
料
」
と
対
応
す
る
。

○　

 

引
用
史
料
は
旧
字
体
を
用
い
、そ
の
他
は
新
字
体
を
用
い
る
。ま
た
、

現
代
中
国
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

○　

 『
曲
江
集
』
内
の
勅
書
の
引
用
は
、
通
号
に
よ
っ
て
明
示
し
た
。

○　
 「

表
」
部
分
の
各
事
項
は
「
本
文
」
部
分
と
対
応
す
る
。

○　
 「

主
要
参
考
文
献
」
部
分
は
巻
九
の
【
内
容
】
に
て
使
用
し
た
文
献
、

な
ら
び
に
研
究
会
の
検
討
過
程
に
お
い
て
参
照
し
た
文
献
を
列
挙
し

た
。

○　

 「
主
要
参
考
文
献
」
の
記
載
順
は
著
者
名
の
五
〇
音
順
と
し
、
中
国

語
文
献
は
著
者
名
の
ピ
ン
イ
ン
順
と
し
た
。
ま
た
、
同
一
著
者
の
文
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献
は
刊
行
年
月
日
順
に
並
べ
た
。

○　
 「

参
考
史
料
」
で
用
い
た
史
料
は
以
下
の
諸
本
に
よ
る
。『
旧
唐
書
』

（
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
）、『
新
唐
書
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
五

年
）、『
冊
府
元
亀
』（
中
華
書
局
、一
九
六
〇
年
）、『
資
治
通
鑑
』（
中

華
書
局
、
一
九
五
六
年
）

本
文

○
十
一
―
一
（
通
号
五
十
八
）

【
題
】

　

敕
契
丹
知
兵
馬
中
郎
李
過
折
書（

1
（

【
本
文
】

　

敕
契
丹
知
兵
馬
中
郎
李
過
折（

2
（

等
。
卿
比
在
蕃
中
、
已
知
才
略
、
一
此
行

事
、
十
倍
所
聞
、
既
立
殊
勳
、
又
成
大
節
、
何
其
壯
也
。
可
突
干（

3
（

狡
筭（

4
（

飜（
5
（

覆
、
人
面
獸
心
、
事
其
君
長（

6
（

、
不
忠
不
義
、
處
其
種
落
、
無
信
無
思（

（
（

、
專

持
兩
端
、
隨（

（
（

事
向
背
。
而
屈
列（

9
（

愚
蔽
、
與
之
同
惡
。
卿
比（

（1
（

觀
變
、
實
爲
遠

圖
、
誅
元
凶
而
存
一
蕃
、
行
權
宜
而
合
正
道
、
所
全
者
大
、
所
慮
實
深
。

今
諸
部
帖
然（

（（
（

、
皆
卿
之
力
也
。
且
頃
者
携（

（1
（

叛
、
又（

（1
（

甚
崎
嶇
、
羊
馬
不
保
於

孳
生
、
田
疇
不
安
於
耕
種
。
寄
命
山
谷
、
併（

（1
（

力
干
戈
、
總
由
頑
凶
、
致
此

勞
苦
。
向
若
無
卿
此
舉
、
信
彼
所
行
、
以
疲
弊
之
殘
人
、
當
驍
雄
之
巨
衆
、

彼
則
朝
夕
奔
命
、
此
方
歳
月
攻
守
、
而
衆
寡
不
敵
、
殲
滅
有
期
。
頼
卿
先

見
之
明
、
遽
爲
轉
禍
之
計
、
以
救
萬
人
之
命
、
以
成
萬
代
之
名
、
豈
獨
大

功
、
真
爲
上
智
。
今
將
疇
其
井
賦
、
異
姓
封
王
、
以
旌
厥
庸
、
且
有
後
命
。

在
彼
初
有
變
故
、
乍
應
驚
擾
、
百
姓
既
知
、
想（

（1
（

當
安
帖（

（1
（

。
卿
可
與
張
守
珪

量
事
處
置
、
務
逐
便
宜
。
今
既
一
家
、
愛
同
赤
子
、
惟
其
所
欲
、
隨
事
撫

存
。
春
初
尚
寒
、
卿（

（1
（

及
衙
官
・
刺
史
・
縣
令
并（

（1
（

百
姓
已（

（1
（

下
、
竝
平
安
好
。

遣
書
指
不
多
及
。

【
校
勘
】

（
１
）　 「
敕
契
丹
知
兵
馬
中
郎
李
過
折
書
」
―
『
文
苑
』「
敕
契
丹
知
兵
馬
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李
過
析
書
」

（
２
）　
「
李
過
折
」
―
『
文
苑
』「
李
過
析
」

（
３
）　
「
可
突
干
」
―
『
文
苑
』『
全
唐
』「
可
突
于
」

（
４
）　
「
筭
」
―
『
全
唐
』「
算
」

（
５
）　
「
飜
」
―
『
文
苑
』『
全
唐
』「
翻
」

（
６
）　
「
君
長
」
―
『
全
唐
』「
酋
長
」

（
７
）　 「
思
」
―
『
文
苑
』『
全
唐
』『
四
庫
』「
恩
」、
文
意
か
ら
判
断
し

て
「
恩
」
を
採
る
。

（
８
）　
「
隨
」
―
『
四
庫
』「
随
」

（
９
）　
「
屈
列
」
―
『
文
苑
』「
屈
烈
集
作

列　

」『
全
唐
』「
屈
烈
」

（
10
）　
「
比
」
―
『
文
苑
』「
此
集
作

比　

」

（
11
）　
「
帖
然
」
―
『
全
唐
』「
怗
然
」

（
12
）　
「
携
」
―
『
全
唐
』「
攜
」

（
13
）　
「
又
」
―
『
文
苑
』「
聞
」

（
14
）　
「
併
」
―
『
全
唐
』「
並
」

（
15
）　
「
想
」
―
『
文
苑
』「
所
」

（
16
）　
「
帖
」
―
『
全
唐
』「
怗
」

（
1（
）　
「
卿
」
―
『
文
苑
』
な
し

（
1（
）　
「
并
」
―
『
文
苑
』『
全
唐
』「
並
」

（
19
）　
「
已
」
―
『
文
苑
』「
以
」

【
書
き
下
し
】

　

契
丹
知
兵
馬
中
郎
李
過
折
等
に
勅
す
。
卿
比
こ
の
ご
ろ

蕃
中
に
在
り
て
、
已
に

才
略
を
知
り
、
一
た
び
此
に
事
を
行
え
ば
、
十
倍
し
て
聞
く
所
な
り
、
既

に
殊
勳
を
立
て
、
ま
た
大
節
を
成
す
は
、
何
ぞ
其
れ
壮
ん
な
ら
ん
や
。
可

突
干
狡
筭
し
て
飜
覆
し
、
人
面
獸
心
、
其
の
君
長
に
事
え
る
は
、
不
忠
不

義
に
し
て
、
其
の
種
落
を
處
す
る
は
、
無
信
無
恩
な
り
、
專
ら
兩
端
を
持

し
、
事
に
隨
い
て
向
背
し
、
屈
列
は
愚
蔽
な
り
て
、
之
れ
と
惡
を
同
に
す
。

卿
比

こ
の
ご
ろ

變
を
觀
て
、實
に
遠
圖
を
爲お
さ

め
て
、元
凶
を
誅
し
て
一
蕃
を
存
つ
、

權
宜
を
行
い
て
正
道
に
合
わ
せ
、
全
う
す
る
所
は
大
に
し
て
、
慮
る
所
は

實
に
深
し
。
今
諸
部
帖
然
な
る
は
、
皆
な
卿
の
力
な
り
。
且
つ
頃
ご
ろ
携

叛
し
、
又
た
崎
嶇
甚
だ
し
く
、
羊
馬
は
孳
生
に
保
て
ず
、
田
疇
は
耕
種
に

安
ぜ
す
。
命
を
山
谷
に
寄
せ
、
力
を
干
戈
に
併
せ
、
總
て
頑
凶
に
よ
り
、

此
の
勞
苦
に
致
す
。
向さ
き

に
若
し
卿
の
此
の
舉
無
く
、
彼
の
信
ず
る
所
を
行

わ
ば
、
疲
弊
の
殘
人
を
以
て
、
驍
雄
の
巨
衆
に
當
り
、
彼
は
即
ち
朝
夕
に

奔
命
し
、
此
れ
方
に
歳
月
に
攻
守
し
、
衆
寡
敵
せ
ず
、
殲
滅
の
期
有
る
。

卿
の
先
見
の
明
を
賴
み
て
、
遽
に
轉
禍
の
計
を
爲
し
、
以
て
萬
人
の
命
を

救
い
、
以
て
萬
代
の
名
を
成
す
は
、
豈
に
獨
り
大
功
な
ら
ん
や
、
眞
に
上

智
と
爲
す
。
今
將
に
其
の
井
賦
を
疇は
か

り
、
異
姓
も
て
王
に
封
じ
、
以
て
厥そ

の
庸て
が
ら

を
旌
し
、
且
に
後
命
有
ら
ん
。
彼
に
在
り
て
初
め
て
變
故
有
る
は
、

乍に
わ
か

に
驚
擾
に
應
じ
、
百
姓
既
に
知
り
、
思
う
に
當
に
安
帖
た
る
べ
し
。

卿
は
張
守
珪
と
事
を
量
り
て
處
置
し
、
務
め
て
便
宜
を
逐
う
べ
し
。
今
既

に
一
家
と
な
り
、
愛
は
赤
子
に
同
じ
、
其
の
欲
す
る
所
を
惟
う
に
、
事
に

隨
い
て
撫
存
す
。
初
春
尚
お
寒
し
、
卿
及
び
衙
官
・
刺
史
・
縣
令
并
せ
て

百
姓
已
下
、
竝
び
に
平
安
に
し
て
好
し
か
れ
。
書
を
遣
わ
し
て
指
す
も
多

く
は
及
ば
す
。
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【
宛
先
】

　

契
丹
知
兵
馬
中
郎
李
過
折
等

【
起
草
時
期
】

　

開
元
二
十
三
年
（
七
三
五
）
正
月
、
李
過
折
が
北
平
郡
王
に
封
ぜ
ら
れ

る
前

【
内
容
】

　

開
元
二
十
二
年
（
七
三
四
）
六
月
に
張
守
珪
に
破
れ
た
契
丹
の
実
力
者

の
可
突
于
と
王
の
屈
烈（
本
勅
書
で
は「
屈
列
」）は
、偽
っ
て
唐
に
降
り
、

実
際
に
は
突
厥
に
付
こ
う
と
企
て
た
。
こ
れ
を
察
知
し
た
張
守
珪
の
部
下

王
悔
は
、可
突
于
と
兵
を
分
掌
し
て
い
た
契
丹
衙
官
の
李
過
折
を
誘
っ
て
、

可
突
于
と
契
丹
王
の
屈
烈
と
を
殺
害
さ
せ
た
。
本
勅
書
か
ら
、
玄
宗
は
李

過
折
の
功
績
を
認
め
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

可
突
于
殺
害
の
報
が
玄
宗
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
開
元
二
十
二
年
の

十
二
月
で
あ
り
、
李
過
折
を
北
平
郡
王
・
検
校
松
漠
州
都
督
と
し
た
の
は

開
元
二
十
三
年
の
正
月
で
あ
る
［
史
料
一
～
史
料
六
］。
文
中
の
「
今
將

疇
其
井
賦
、
異
姓
封
王
、
以
旌
厥
庸
、
且
有
後
命
。」
の
一
文
か
ら
、
本

勅
書
は
李
過
折
が
北
平
郡
王
に
封
じ
ら
れ
る
前
に
起
草
さ
れ
た
と
推
定
し

た
。
ま
た
「
春
初
尚
寒
」
か
ら
、
本
勅
書
の
起
草
時
期
は
開
元
二
十
三
年

の
正
月
と
判
断
さ
れ
る
。

　

こ
の
と
き
李
過
折
が
授
け
ら
れ
た
官
職
に
つ
い
て
は
、
諸
史
料
［
史
料

四
～
史
料
六
］
で
異
同
が
あ
る
が
、
二
〇
〇
一
年
に
陝
西
省
西
安
市
東
郊

の
唐
墓
よ
り
、
李
過
折
の
墓
誌
が
発
見
さ
れ
（
葛
承
雍
二
〇
〇
三
）、
そ

こ
に「
特
進
・
松
漠
府
都
督
兼
同
幽
州
節
度
副
使
・
北
平
郡
王
」［
史
料
七
］

と
記
述
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
授
与
さ
れ
た
官
職
が
わ
か
る
。
ま

た
、
李
過
折
の
北
平
郡
王
に
つ
い
て
は
、
金
子
修
一
氏
が
唐
王
朝
は
概
し

て
内
属
し
た
異
民
族
に
対
す
る
最
高
の
爵
位
と
し
て
郡
王
号
を
用
い
て
い

た
と
指
摘
し
た
（
金
子
一
九
八
六
）。（
張
）

○
十
一
―
二
（
通
号
五
十
九
）

【
題
】

　

敕
突
厥
苾
伽
可
汗
書

【
本
文
】

　

敕
突
厥
苾
伽
可
汗
。
比
數
有
信
、
知
彼
平
安
、
良
足
慰
也
。
自
爲
父
子
、

情
與
年
深
、
中
間
往
來
、
親
緣
義
合
。
雖
云
異
域
、
何
殊
一
家
、
邉
境
之

人
、
更
無
他
慮
。
甚
善
甚
善
。
此
是
兒
可
汗
、
能
爲
承
順
、
副
朕
之
所
親

厚
、
人
間
恩
好
、
無
以
過
之
、
長
保
此
心
、
終
享
福
祿
、
子
孫
萬
代
、
豈

獨
在
今
。
比
秋
氣
漸
冷
、
卿
及
平
章
事（

1
（

竝
平
安
好
、
遣
書
指
不
多
及
。

【
校
勘
】

（
１
）　
「
平
章
事
」
―
『
全
唐
』『
文
苑
』「
平
章
事
首
領
部
落
」

【
書
き
下
し
】

　

突
厥
苾
伽
可
汗
に
敕
す
。
比
こ
の
ご
ろ

數
し
ば
信
有
り
、
彼
の
平
安
を
知
り
、

良
に
慰
む
る
に
足
る
な
り
。父
子
と
爲
り
し
自
り
、情
は
年
と
與
に
深
く
、

中
間
に
往
來
し
、
親
緣
の
義
合か
な

う
。
異
域
と
云
う
と
雖
も
、
何
ぞ
一
家
に

殊
な
ら
ん
、
邉
境
の
人
、
更ま
っ
た

く
他
慮
無
し
。
甚
だ
善
し
甚
だ
善
し
。
此

に
是
れ
兒こ

可
汗
、
能
く
承
順
を
爲
し
、
朕
の
親
厚
す
る
所
に
副そ

い
、
人じ
ん

間か
ん

の
恩
好
、
以
て
之
を
過
ぐ
る
無
し
。
長と
こ

し
え
に
此
の
心
を
保
ち
、
終
に
福
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祿
を
享
く
る
は
、
子
孫
萬
代
、
豈
に
獨
だ
今
に
在
る
の
み
な
ら
ん
や
。

比
こ
の
ご
ろ

秋
氣
漸
く
冷
し
、
卿
及
び
平
章
事
竝
に
平
安
に
し
て
好
か
れ
、
書
を

遣
わ
し
て
指
す
も
多
く
は
及
ば
ず
。

【
宛
先
】

　

突
厥
苾
伽
可
汗

【
起
草
時
期
】

　

開
元
二
十
一
年
八
月
ま
た
は
二
十
二
年
八
月

【
内
容
】

　

苾ビ
ル
ゲ伽

可
汗
（
黙
棘
連
）
は
、
一
般
に
毗
伽
可
汗
と
記
述
さ
れ
、『
旧
唐
書
』

巻
百
四
十
四
上
・
突
厥
伝
・
上
に
ま
と
ま
っ
た
記
載
が
あ
る
（
以
下
、
ビ

ル
ゲ
可
汗
と
表
記
）。
突
厥
第
二
可
汗
国
初
代
可
汗
の
阿
史
那
骨
咄
禄
（
イ

ル
テ
リ
シ
ュ
可
汗
）
の
嫡
子
で
、
二
代
可
汗
の
黙
啜
（
カ
プ
ガ
ン
可
汗
）

の
死
後
、
開
元
四
年
三
代
目
を
襲
い
だ
。
唐
と
は
基
本
的
に
宥
和
政
策
を

と
り
、
開
元
九
年
（
七
二
一
）
玄
宗
に
請
願
し
て
親
子
関
係
を
結
び
、
公

主
降
嫁
を
求
め
た
［
史
料
八
］。
開
元
二
十
二
年
、
大
臣
の
梅
禄
啜
に
毒

殺
さ
れ
る
と
、玄
宗
は
宗
正
卿
李
佺
を
持
節
弔
祭
使
と
し
て
派
遣
し
た（
通

号
六
十
三
参
照
）。
起
草
時
期
は
、
ビ
ル
ゲ
可
汗
死
去
の
開
元
二
十
二
年

十
月
が
下
限
で
あ
る
（［
史
料
九
］
お
よ
び
通
号
六
十
参
照
）。
勅
書
に
は

「
比
數
有
信
、
知
彼
平
安
、
良
足
慰
也
」
と
あ
っ
て
、
一
定
程
度
の
交
流

が
続
い
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
『
冊
府
元
亀
』
外
臣
部
・
朝
貢
門
お
よ
び

褒
異
門
の
諸
記
事
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
［
史
料
十
・
十
一
］。

　

菅
沼
氏
は
、
突
厥
は
開
元
十
五
年
に
唐
と
和
睦
後
、
表
面
上
は
和
平
を

保
ち
つ
つ
、
開
元
二
十
・
二
十
一
年
（
七
三
二
・
七
三
三
）
に
は
契
丹
の
可

突
于
を
支
援
、
唐
と
対
峙
し
た
と
す
る
（
菅
沼
二
〇
一
三
）［
史
料
十
二
］。

対
し
て
玄
宗
は
、
開
元
十
九
年
十
一
月
、
可
汗
の
弟
闕
特
勒
の
死
去
に
伴

い
弔
祭
使
を
派
遣
し
［
史
料
十
］、
自
ら
起
草
し
た
碑
文
を
刻
ま
せ
る
な

ど
（
小
野
川
一
九
四
三
）、
関
係
を
重
視
し
宥
和
策
に
努
め
た
。
以
上
の

事
情
と
、
張
九
齢
の
勅
書
起
草
可
能
時
期
（『
曲
江
集
』
勅
書
を
読
む
会

二
〇
一
五
、二
六
・
二
七
頁
参
照
）
や
「
比
秋
氣
漸
冷
」
を
考
え
合
わ
せ
、

開
元
二
十
一
年
ま
た
は
二
十
二
年
の
八
月
と
推
定
し
た
。（
岡
﨑
）

○
十
一
―
三
（
通
号
六
十
）

【
題
】

　

敕
突
厥
可
汗
書

【
本
文
】

　

敕
兒
登
里（

1
（

突
厥
可
汗
。
天
不
福
善
、
禍
終（

2
（

彼
國
、
苾
伽
可
汗
傾（

3
（

逝
、
聞

以（
4
（

惻
然
。
自（

5
（

二
十
年
間（

6
（

結
爲
父
子
、
及
此
痛
悼
、
何
異
所
生
。
又
聞
、
可

汗
繼
立
、
蕃
落
竝
得
寧
靜
、
良
深
悲
慰
、
且
知
無
他
。
朕
與
可
汗
先
人
、

情
重
骨
肉
、
亦
既
與
朕
爲
子
、
可
汗
即
合
爲
孫
、
以
孫
比
兒
、
似
踈
少
許
。

今
脩
先
父
之
業
、
伏
繼（

（
（

往
時
之
好
、
此
情
更
重
、
只
可
從
親
。
若
以
爲
孫
、

漸
成
踈
遠
。
故
欲
可
汗
今
者
還
且
爲
兒
。
義
結
既
深
、
當
熟
思
此
意
、
人

情
終
始
、
固
亦
可
知
。
葬
事
所
須
、
竝
依
來
請
。
即
與
弔
祭
使
將
往
、
必

令
及
期
。
言
念
宿
昔
、
深
懐
感
愴
。
春
初
猶
冷
、
可
汗
及
平
章
事
、
與（

（
（

首

領
部
落
、
竝
得
如
宜
。
遣
書
指
不
多
及
。

【
校
勘
】

（
１
）　
「
登
里
」
―
『
全
唐
』「
登
利
」
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（
２
）　
「
終
」
―
『
文
苑
』「
鐘
」

（
３
）　
「
傾
」
―
『
全
唐
』「
頃
」

（
４
）　
「
以
」」
―
『
文
苑
』「
以
集
作

之　

」

（
５
）　
「
自
」
―
『
文
苑
』「
有
」

（
６
）　
「
間
」
―
『
文
苑
』「
聞
」

（
７
）　
「
伏
繼
」
―
『
文
苑
』、『
四
庫
』「
復
繼
」、『
全
唐
』「
復
」

（
８
）　
「
與
」
―
『
文
苑
』「
并
」

【
書
き
下
し
】

　

兒
た
る
登
里
突
厥
可
汗
に
敕
す
。
天
は
善
に
福
さ
い
わ
い

せ
ず
、
禍
は
彼
の
國

に
終つ

き
、
苾
伽
可
汗
傾
逝
し
、
聞
き
て
以
て
惻
然
た
り
。
二
十
年
間
結
び

て
父
子
と
爲
り
て
自
り
、此
の
痛
悼
に
及
ぶ
、何
ぞ
所
生
に
異
な
ら
ん
や
。

又
た
聞
く
、
可
汗
繼
立
し
、
藩
落
竝
び
に
寧
靜
を
得
る
と
、
良
に
悲
慰
を

深
く
し
、
且
つ
無
他
を
知
る
。
朕
と
可
汗
の
先
人
と
、
情
は
骨
肉
よ
り
重

し
、
亦
た
既
に
朕
と
子
と
爲
れ
ば
、
可
汗
即
ち
合
に
孫
爲
る
べ
し
。
孫
を

以
て
兒
に
比
ぶ
れ
ば
、
疎う
と

き
こ
と
少
許
の
似ご
と

し
。
今
先
父
の
業
を
脩
め
、

伏
し
て
往
時
の
好よ
し
み

を
繼
ぎ
、
此
の
情
更
に
重
し
、
只
だ
親
に
從
う
可
き

の
み
、
若
し
以
て
孫
と
爲
さ
ば
、
漸
く
疎
遠
と
成
る
、
故
に
可
汗
に
欲
す

ら
く
、
今
者
還
た
且
に
子
と
爲
ら
ん
こ
と
を
。
義
結
ぶ
こ
と
既
に
深
し
、

當
に
此
の
意
を
熟
つ
ら
つ
ら

思
う
べ
し
、
人
情
の
終
始
も
、
固
よ
り
亦
た
知
る
べ

し
。
葬
事
の
須
い
る
所
、
竝
び
に
來
請
に
依
る
。
即た
だ

ち
に
弔
祭
使
と
與
に

將
に
往
か
ん
と
す
。
必
ず
期
に
及
ば
し
む
。
言こ
こ

に
宿
昔
を
念
い
、
深
く
感

愴
を
懐
く
。
春
初
猶
お
冷
し
、
可
汗
及
び
平
章
事
、
首
領
部
落
と
と
も
に
、

竝
び
に
宜
し
き
が
如
き
を
得
ん
。書
を
遣
わ
し
て
指
す
も
多
く
は
及
ば
ず
。

【
宛
先
】

　

兒
登
里
突
厥
可
汗

【
起
草
時
期
】

　

開
元
二
十
三
年
一
月

【
内
容
】

　

唐
が
突
厥
の
ビ
ル
ゲ
可
汗
死
去
の
報
告
を
受
け
、
そ
の
後
即
位
し
た
登

利
可
汗
に
哀
悼
の
意
を
伝
え
、
父
子
関
係
を
結
び
直
し
、
葬
儀
に
使
用
す

る
品
物
を
送
付
す
る
こ
と
と
弔
祭
冊
立
使
を
派
遣
す
る
こ
と
を
約
束
し
た

勅
書
で
あ
る
。

　

ビ
ル
ゲ
可
汗
の
死
の
日
時
に
つ
い
て
は
、
中
国
側
史
料 

［
史
料
九
・
史

料
十
四
・
史
料
十
五
］
で
は
異
同
が
あ
る
が
、
ビ
ル
ゲ
可
汗
碑
文
な
ど
か

ら
開
元
二
十
二
年
十
月
で
、
唐
に
知
ら
せ
が
到
着
し
た
の
が
十
二
月
［
史

料
九
］
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
の
「
春
初
」
で
あ
る
た
め
、
本

勅
書
の
起
草
は
開
元
二
十
三
年
一
月
と
考
え
ら
れ
る
。
ビ
ル
ゲ
可
汗
の
死

後
、
子
の
伊
然
可
汗
が
即
位
し
た
が
す
ぐ
に
死
去
し
、
弟
の
登
利
可
汗
が

即
位
し
た
。
本
勅
書
で
は
伊
然
可
汗
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
が
、「
可
汗

繼
立
、
蕃
落
竝
得
寧
靜
」
の
語
は
、
ビ
ル
ゲ
可
汗
死
後
の
混
乱
を
あ
る
程

度
収
め
て
登
利
可
汗
が
即
位
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
玄
宗
は
ビ
ル
ゲ
可
汗
と
父
子
関
係
を
結
ん
で
い
た
た
め
、
概
念
上
、

登
利
可
汗
は
玄
宗
か
ら
見
て
孫
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
疎
遠

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
理
由
で
、
父
子
関
係
を
結
び
直
し
た
。

　

ま
た
、［
史
料
十
六
］
で
は
、
開
元
二
十
二
年
十
二
月
に
弔
祭
冊
立
使

の
李
佺
が
派
遣
さ
れ
た
と
す
る
が
、
本
勅
書
起
草
時
の
開
元
二
十
三
年
一
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月
で
も
、
ま
だ
使
者
は
選
定
さ
れ
て
い
な
い
。
李
佺
の
派
遣
が
決
定
す
る

の
は
同
年
同
月
起
草
の
通
号
六
十
三
の
こ
と
で
あ
り
、
使
者
の
派
遣
は
さ

ら
に
そ
の
後
の
こ
と
と
な
る
。（
速
水
）

○
十
一
―
四
（
通
号
六
十
一
）

【
題
】

　

敕
金
城
公
主
書

【
本
文
】

　

敕
金
城
公
主
。
異
域
有
懐
、
連
年
不
捨
、
骨
肉
在
愛
、
固
是
難
忘
、
彼

使
近
來
、
具（

1
（

知
安
善
。
又
聞
贊
普
情
義
、
是
事
叶
和
、
亦
當
善
執
柔
謙
、

永
以
爲
好
。
前
後
所
請
諸
物
、
其
中
色
種
不
違
、
仍
別
有
條
錄
、
可
依
領

也
。
春
晩
極
暄
、
想
念
如
宜
、
諸
下
竝
平
安
好
、
今
令
内
常
侍
竇
元
禮
往
、

遣
書
指
不
多
及
。

【
校
勘
】

（
１
）　
「
具
」
―
『
全
唐
』「
且
」

【
書
き
下
し
】

　

金
城
公
主
に
敕
す
。
異
域
に
懐
い
有
り
、
連
年
捨
て
ず
、
骨
肉
は
愛い
つ
く

し
み
に
在
り
、
固
よ
り
是
れ
忘
れ
難
し
、
彼
の
使
い
近
ご
ろ
來
た
り
て
、

具
さ
に
安
善
を
知
る
。
又
、
贊
普
の
情
義
、
是
れ
叶
和
を
事
と
す
る
と
聞

く
、
亦
た
當
に
善
く
柔
謙
を
執
り
、
永
く
以
て
好
と
爲
す
べ
し
。
前
後
に

請
う
所
の
諸
物
、
其
の
中
の
色
種
は
違
わ
ず
、
仍
お
別
に
條
錄
有
り
、
依

り
て
領
す
べ
し
。
春
晩
極
め
て
暄あ
た
た

か
し
、
宜
し
き
が
如
き
を
想お

も念
う
、

諸
下
竝
び
に
平
安
に
好
し
か
れ
。
今
内
常
侍
竇
元
禮
を
し
て
往
か
し
む
、

書
を
遣
わ
し
て
指
す
も
多
く
は
及
ば
ず
。

【
宛
先
】

　

金
城
公
主

【
起
草
時
期
】

　

開
元
二
十
三
年
三
月

【
内
容
】

　

起
草
時
期
は
、『
冊
府
元
亀
』
開
元
二
十
三
年
三
月
に
吐
蕃
の
賀
正
使

悉
諾
勃
蔵
を
竇
元
礼
が
赤
嶺
ま
で
送
っ
た
と
い
う
記
事
［
史
料
十
七
］
が

勅
書
の
「
春
晩
」
の
語
句
と
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
開
元
二
十
三
年
三
月

と
考
え
た
。
な
お
石
見
清
裕
氏
は
、［
史
料
十
七
］
に
よ
り
、「
敕
吐
蕃
贊

普
書
一
」（
通
号
六
十
九
［
史
料
十
八
］）
を
開
元
二
十
三
年
三
月
発
勅
と

し
た
（
石
見
二
〇
一
六
）。
本
勅
書
の
「
春
晩
極
暄
」
は
、
通
号
六
十
九

の
「
晩
春
極
暄
」
と
対
を
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
書
は
同
時
期
に
起

草
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

金
城
公
主
は
高
宗
第
六
子
雍
王
賢
（
章
懐
太
子
）
の
子
嗣
雍
王
守
礼
の

娘
で
、
中
宗
の
養
女
と
な
り
、
和
蕃
公
主
と
し
て
景
龍
四
年
（
七
一
〇
）

吐
蕃
王
チ
デ
・
ツ
ク
ツ
ェ
ン
に
嫁
し
た
［
史
料
十
九
］。
睿
宗
即
位
後
、

睿
宗
の
養
女
と
な
り
［
史
料
二
十
］、
玄
宗
と
義
理
の
兄
妹
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
血
縁
の
読
み
替
え
は
、
皇
帝
と
吐
蕃
王
と
の
緊
密
な
舅
甥
関

係
維
持
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
公
主
は
玄
宗
を
「
皇
帝
兄
」、
自
身
を
「
妹

奴
奴
」
と
称
す
る
書
翰
を
送
り
（
岡
﨑
二
〇
二
〇
）［
史
料
二
十
一
］、
好

和
と
戦
闘
を
繰
り
返
す
唐
・
吐
蕃
の
は
ざ
ま
で
、両
国
の
融
和
に
努
め
た
。

そ
の
経
緯
は
［
佐
藤
一
九
五
八
］
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
は
、
玄
宗
が
公
主
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の
希
望
ど
お
り
の
品
々
を
贈
る
と
あ
っ
て
、
公
主
へ
の
心
配
り
が
垣
間
見

え
る
。『
曲
江
集
』
に
は
、
公
主
宛
て
勅
書
が
他
に
二
通
あ
る
ほ
か
（
通

号
七
十
五
・
七
十
七
）、
吐
蕃
賛
普
宛
て
（
通
号
六
十
九
・
七
十
一
・

七
十
三
・
七
十
四
）
に
も
消
息
が
見
え
る
。
開
元
二
十
三
年
春
の
両
国
関

係
に
つ
い
て
は
、［
石
見
二
〇
一
六
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

竇
元
礼
は
、
通
号
六
十
一
・
七
十
一
・
七
十
二
・
七
十
四
・
七
十
六
に
活
動

が
見
え
、
勅
使
と
し
て
唐
と
吐
蕃
の
間
を
往
来
し
た
宦
官
で
あ
る
。
宗
元

礼
（
通
号
七
十
五
）
も
同
一
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
。
勅
命
伝
達
者
と
し

て
の
宦
官
の
活
動
は
、［『
曲
江
集
』
勅
書
を
読
む
会
二
〇
一
九
］
の
表
五

「『
曲
江
集
』
宦
官
名
記
載
勅
書
・
状
一
覧
表
」
を
参
照
。（
岡
﨑
）

○
十
一
―
五
（
通
号
六
十
二
）

【
題
】

　

敕
劍
南
節
度
王
昱
書

【
本
文
】

　

敕
劍
南
節
度
使
・
益
州
長
史
王
昱
。
近
得
卿
表
、
知
蒙
歸
義
等
效
命
出

力
、
自
討
西
蠻
。
彼
持
兩
端
、
宜
其
殘
破
、
苟
非
生
事
、
定
是
輸
忠
。
亦

卿
等
指
麾
、
更
張
遠
略
。
諸
部
所
請
朝
貢
、
及
蒙
歸
義
等
立
功
、
竝
委
卿

料
。
若
合
行
賞
、
豈
在（

1
（

不
來
。
時
向（

2
（

炎
蒸
、
路
且
修
阻
、
郵
傳
之
弊
、
公

私
可
知
、
亦
云
重
勞
、
非
是
有
惜
。
想
卿
臨
事
、
思
其
所
宜
、
緣
蠻
落
初

寧
、
當
須
計
議
、
若
欲
入
奏
、
亦
任
蹔
來
。
春
晩
極
暄
、
卿
比
如
宜
、
遺

書
指
不
多
及
。

【
校
勘
】

（
１
）　
「
在
」
―
『
四
庫
』『
全
唐
』「
有
」

（
２
）　
「
向
」
―
『
全
唐
』「
尚
」

【
書
き
下
し
】

　

劍
南
節
度
使
・
益
州
長
史
王
昱
に
敕
す
。
近
く
卿
の
表
を
得
て
、
蒙
歸

義
等
命
を
效
し
力
を
出
だ
し
、
自
ら
西
蠻
を
討
つ
を
知
る
。
彼
れ
兩
端
を

持
す
れ
ば
、宜
し
く
其
れ
殘
破
す
べ
し
、苟も

し
事
を
生
ず
る
に
非
ざ
れ
ば
、

定か
な
ら

ず
是
れ
忠
を
輸
さ
ん
。
亦
た
卿
等
指
麾
し
、
更
に
遠
略
を
張
れ
。
諸

部
の
請
う
所
の
朝
貢
、
及
び
蒙
歸
義
等
の
立
功
は
、
竝
び
に
卿
の
料
に
委

ぬ
。
若
し
合
に
賞
を
行
う
べ
く
ん
ば
、
豈
に
來
た
ら
ざ
る
に
在
ら
ん
や
。

時
炎
蒸
に
向
か
い
、
路
且
た
修
阻
に
し
て
、
郵
傳
の
弊
、
公
私
知
る
べ
く
、

亦
た
重
勞
と
云
う
は
、
是
れ
惜
し
む
有
る
に
非
ず
。
想
う
に
卿
事
に
臨
む

に
、
其
の
宜
し
き
所
を
思
う
、
蠻
落
初
め
て
寧
ん
ず
る
に
緣
り
て
、
當
に

須
ら
く
計
議
す
べ
し
、
若
し
入
奏
を
欲
さ
ば
、
亦
た
蹔
來
に
任た

え
よ
。
春

晩
極
め
て
暄
か
し
、
卿
比
宜
し
き
が
如
し
、
書
を
遣
わ
し
て
指
す
も
多
く

は
及
ば
ず
。

【
宛
先
】

　

劍
南
節
度
使
・
益
州
長
史
王
昱

【
起
草
年
月
】

　

開
元
二
十
一
年
か
ら
開
元
二
十
四
年
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
三
月

【
内
容
】

　

唐
王
朝
と
蒙
帰
義
が
緊
密
な
連
携
の
も
と
西
蛮
攻
略
を
行
っ
た
と
の
王

昱
の
報
告
に
対
し
、
慰
労
す
る
と
と
も
に
、
周
辺
諸
民
族
へ
の
対
応
を
指
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示
し
た
も
の
。
唐
王
朝
と
蒙
帰
義
が
緊
密
に
連
携
を
取
っ
て
い
た
こ
と
は

他
の
勅
書
か
ら
も
う
か
が
え
る
。［
史
料
二
十
二
］
に
は
唐
王
朝
の
人
物

で
あ
る
厳
正
誨
や
王
承
訓
が
蒙
帰
義
と
共
に
辺
境
の
賊
を
討
つ
た
め
に
行

動
し
た
こ
と
が
み
え
る
。
こ
れ
は
本
勅
書
に
見
え
る
蒙
帰
義
に
よ
る
西
蛮

攻
略
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
行
動
は
蒙
帰
義
の
独
断
で
は
な

く
、
唐
と
の
緊
密
な
連
携
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

王
昱
の
剣
南
節
度
使
・
益
州
長
史
の
任
官
時
期
は
判
然
と
し
な
い
が
、

［
史
料
二
十
三
］
か
ら
開
元
二
十
二
年
二
月
に
就
任
し
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。［
史
料
二
十
四
］
で
は
開
元
二
十
四
年
に
、［
史
料
二
十
五
］

で
は
開
元
二
十
六
年
六
月
に
王
昱
が
再
度
剣
南
節
度
使
に
任
じ
ら
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
、［
史
料
二
十
六
］
か
ら
開
元
二
十
六
年
の
九
月
に
は
左
遷

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
勅
書
の
発

布
時
期
は
、
張
九
齢
が
勅
書
を
起
草
で
き
た
期
間
内
で
あ
る
開
元
二
十
一

年
か
ら
開
元
二
十
四
年
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
三
月
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。（
小
林
）

○
十
一
―
六
（
通
号
六
十
三
）

【
題
】

　

敕
突
厥
登
利
可
汗
書

【
本
文
】

　

敕
突
厥
登
利
可
汗
。
日
月
流
邁
、
將
逼
葬
期
、
崩（

1
（

慕
之
心
、
何
可
堪
處
。

朕
以
父
子
之
義
、
情
與
年
深
、
及
聞
宅
兆
、
良
以
追
悼
。
前
哥（

2
（

利
施
頡
斤

至
、
所
請
葬
料
、
事
事
不
違
。
所
以
然
者
、
將
答
忠
孝
。
故
喪
紀
之
數
、

禮
物
有
加
、
道
之
所
存
、
地
亦
何
遠
。
今
又
遣
從
叔
金
吾
大
將
軍
佺
持
節

弔
祭
、
兼
營
護
葬
事
。
佺
、
宗
室
之
長
、
信
行
所
推
、
欲
達
其
情（

3
（

、
必
重

其
使
、
以
將
厚
意
、
更
敦
前
約
。
且
以
為
保
忠
信
者
、
可
以
示
子
孫
。
息

兵
革
者
、
可
以
訓
疆
埸
。
故
遣
建
碑
立
廟
、
貽
範
紀
功
。
因
命
史
官
正
辭
、

朕
亦
親
爲
篆
寫
、
以
固
終
始
、
想
體
至
懐
。
春
中（

4
（

尚
寒
、
可
汗
及
平
章
事（

5
（

竝
平
安
好
、
遣
書
指
不
多
及
。

【
校
勘
】

（
１
）　
「
崩
」
―
『
四
庫
』『
全
唐
』「
悲
」、『
文
苑
』「
想
崩
慕
之
心
」

（
２
）　
「
哥
」
―
『
文
苑
』「
歌
」

（
３
）　
「
欲
達
其
情
」
―
『
文
苑
』「
欲
遠
集
無

遠
字
其
情
」

（
４
）　
「
中
」
―
『
全
唐
』「
初
」

（
５
）　
「
平
章
事
」
―
『
全
唐
』『
文
苑
』「
平
章
事
部
落
」

【
書
き
下
し
】

　

突
厥
登
利
可
汗
に
敕
す
。日
月
流
れ
邁
み
、將
に
葬
期
に
逼
ら
ん
と
し
、

崩
慕
の
心
、
何
ぞ
堪
う
る
可
き
處
な
ら
ん
や
。
朕
父
子
の
義
を
以
て
、
情

年
と
與
に
深
く
、
宅
兆
を
聞
く
に
及
び
、
良ま
こ
と

に
以
て
追
悼
せ
ん
。
前
に

哥
利
施
頡
斤
至
り
、
請
う
所
の
葬
料
、
事
事
違
わ
ず
。
然
る
所
以
は
、
將

に
忠
孝
に
答
え
ん
と
す
。
故
に
喪
紀
の
數
、
禮
物
の
加
う
る
こ
と
有
り
、

道
の
存
す
る
所
、
地
も
亦
た
何
ぞ
遠
し
と
せ
ん
や
。
今
又
た
從
叔
金
吾
大

將
軍
佺
を
遣
わ
し
て
持
節
弔
祭
し
、兼
ね
て
葬
事
を
營
護
せ
し
む
。佺
は
、

宗
室
の
長
、
信
行
推
す
所
、
其
の
情
に
達い
た

る
を
欲
し
、
必
ず
其
の
使
を
重

ん
じ
、
以
て
厚
意
を
將つ
た

え
、
更
に
前
約
を
敦
く
せ
ん
。
且
に
以
為
え
ら
く

忠
信
を
保
つ
者
、
以
て
子
孫
に
示
す
べ
し
。
兵
革
を
息や

む
者
、
以
て
疆
場
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に
訓お
し

う
べ
し
。
故
に
遣
い
し
て
碑
を
建
て
廟
を
立
て
、
範
を
貽
し
功
を
紀

さ
し
む
。因
り
て
史
官
に
命
じ
て
辭
を
正
し
、朕
亦
た
親
ら
篆
寫
を
爲
し
、

以
て
終
始
を
固
め
、
想
う
に
至
懐
を
體
さ
ん
。
春
中
尚
お
寒
し
、
可
汗
及

び
平
章
事
、
竝
び
に
平
安
に
し
て
好
し
か
れ
、
書
を
遣
わ
し
て
指
す
も
多

く
は
及
ば
ず
。

【
宛
先
】

　

突
厥
登
利
可
汗

【
起
草
年
月
】

　

開
元
二
十
三
年
二
月

【
内
容
】

　

本
勅
書
は
、
突
厥
第
二
可
汗
国
の
ビ
ル
ゲ
可
汗
の
死
去
に
際
し
、
登
利

可
汗
に
対
し
て
追
悼
を
述
べ
、
弔
祭
の
使
者
と
し
て
李
佺
を
派
遣
し
、
碑

廟
の
建
立
な
ど
に
つ
い
て
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
突
厥
の
要
人
の
死
去

に
際
し
て
、弔
祭
使
を
派
遣
し
碑
廟
の
建
立
を
命
じ
た
事
例
と
し
て
は［
史

料
二
十
七
］
が
あ
る
。
起
草
年
月
に
関
し
て
は
、
開
元
二
十
三
年
正
月
起

草
の
通
号
六
十
時
点
で
は
未
定
で
あ
っ
た
弔
祭
冊
立
の
使
者
が
李
佺
に
決

定
し
て
い
る
こ
と
と
、
勅
書
に
「
春
中
尚
寒
」
と
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

勅
書
に
見
え
る
哥
利
施
頡
斤
が
［
史
料
二
十
八
］
に
「
哥
解
骨
支
車
鼻
施

頡
斤
」
の
名
で
開
元
二
十
一
年
正
月
に
来
朝
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
開
元

二
十
三
年
二
月
と
し
た
。（
小
林
）

主
要
参
考
文
献

〇
日
本
語

伊
瀬
仙
太
郎　
『
中
国
西
域
経
営
史
研
究
』（
巌
南
堂
書
店
、一
九
六
八
年
、

初
版
は
一
九
五
五
年
）

稲
葉
正
就
・
佐
藤
長
共
訳
・
ク
ン
ガ
ー
ド
ル
ジ
ェ
著　
『
チ
ベ
ッ
ト
年
代
記
』

（
法
藏
館
、
一
九
六
四
年
、
原
題
フ
ゥ
ラ
ン
・
テ
プ
テ
ル   

H
u lan deb ther　

一
三
四
六
年
成
立
、
解
題
は
本
書

参
照
）

石
見　

清
裕　
「
唐
・
張
九
齢
『
曲
江
集
』
所
収
の
対
吐
蕃
国
書
四
首
に

つ
い
て
」（
荒
川
正
晴
・
柴
田
幹
夫
編
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

と
近
代
日
本
の
邂
逅
―
西
域
古
代
資
料
と
日
本
近
代
仏
教

―
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）

　
　

同　
　
　
「
唐
朝
発
給
の「
国
書
」一
覧
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』三
所
収
、

勉
誠
出
版
、
一
九
九
九
年
）

大
澤　
　

孝　
「
突
厥
碑
文　

そ
の
成
立
背
景
と
歴
史
的
意
義
」（『
歴
史

と
地
理
』
七
二
一
号
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）

　
　

同　
　
　
「
近
年
に
お
け
る
ビ
ル
ゲ
可
汗
遺
跡
の
発
掘
調
査
と
亀
石
・

碑
文
の
方
位
か
ら
み
た
対
唐
関
係
―
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル

合
同
調
査
隊
に
よ
る
発
掘
調
査
簡
介
」（『
史
朋
』
三
九
、 

二
〇
〇
七
年
）

大
原　

良
通　
「
八
世
紀
に
お
け
る
吐
蕃
の
対
南
詔
国
政
策
」（『
日
本
西

蔵
学
会
々
報
』
四
八
、二
〇
〇
二
年
）
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岡
﨑　

裕
子　
「
金
城
公
主
の
書
状
―
唐
玄
宗
皇
帝
と
和
蕃
公
主
の
音
信
」

（
金
子
修
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
金

子
修
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集　

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
皇

帝
権
力
と
国
際
秩
序
』所
収
、
同
編
集
委
員
会
、
二
〇
二
〇

年
）

小
野
川
秀
美　
「
突
厥
碑
文
訳
注
」（『
満
蒙
史
論
叢
』四
、座
右
宝
刊
行
会
、

一
九
四
三
年
）

片
山　

章
雄　
「
突
厥
ビ
ル
ゲ
可
汗
の
即
位
と
碑
文
史
料
」（『
東
洋
史
研

究
』
五
一
（
三
）、
一
九
九
二
年
）

金
子　

修
一　
「
唐
代
の
国
際
文
書
形
式
」（
同
『
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
史

論
考
―
改
訂
増
補 

隋
唐
の
国
際
秩
序
と
東
ア
ジ
ア
―
』

所
収
、
八
木
書
店
、
二
〇
一
九
年
、
初
出
は
一
九
七
四
年
）

　
　

同　
　
　
「
唐
代
の
異
民
族
に
お
け
る
郡
王
号 
―
契
丹
・
奚
を
中
心

に
し
て
」（
前
掲
書
所
収
、
初
出
は
一
九
八
六
年
）

　
　

同　
　
　
「「
賜
吐
蕃
宰
相
尚
結
贊
書
」三
首
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
』

一
四
四
、二
〇
二
二
年
）

川
野　

明
正　
『
雲
南
の
歴
史
―
ア
ジ
ア
十
字
路
に
交
錯
す
る
多
民
族
世

界
』（
白
帝
社
、
二
〇
一
三
年
）

『
曲
江
集
』
勅
書
を
読
む
会　
「
史
料
紹
介　

唐　

張
九
齢
『
曲
江
集
』
勅

書
内
容
総
覧
―
巻
八
」（『
史
学
研
究
集
録
』
四
十
号
、

二
〇
一
五
年
）

　
　

同　
　
　
「
史
料
紹
介　

唐　

張
九
齢
『
曲
江
集
』
勅
書
内
容
総
覧 

―
巻
十
」（『
史
学
研
究
集
録
』
四
三
号
、
二
〇
一
九
年
）

齊
藤　

茂
雄　
「
突
厥
第
二
可
汗
国
の
内
部
対
立
―
古
チ
ベ
ッ
ト
語
文
書

（P.t.12（3

）
に
み
え
る
ブ
グ
チ
ョ
ル
（ʻBug-čhor

）
を

手
が
か
り
に
」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
二
（
九
）、

二
〇
一
三
年
）

佐
藤　
　

長　
『
古
代
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
』（
上
下
巻
、
東
洋
史
研
究
会
、

一
九
五
八
～
一
九
五
九
年
）

　
　

同　
　
　
「
金
城
公
主
の
入
蔵
」（
前
掲
書
上
巻
所
収
）

菅
沼　

愛
語　
「
唐
と
突
厥
第
二
可
汗
国
の
和
戦
」（
同
『
七
世
紀
後
半
か

ら
八
世
紀
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際
情
勢
と
そ
の
推
移 

―
唐
・
吐
蕃
・
突
厥
の
外
交
関
係
を
中
心
に
』
所
収
、
渓

水
社
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
は
二
〇
〇
一
年
お
よ
び

二
〇
〇
九
年
）

　
　

同　
　
　
「
唐
玄
宗
「
御
製
御
書
」
闕
特
勤
碑
文
考
～
唐
・
突
厥
・

吐
蕃
を
め
ぐ
る
外
交
関
係
の
推
移
」（
前
掲
書
所
収
、
初

出
は
二
〇
〇
一
年
）

鈴
木　

宏
節　

 「
唐
代
漠
南
に
お
け
る
突
厥
可
汗
國
の
復
興
と
展
開
」

（『
東
洋
史
研
究
』
七
〇
（
一
）、
二
〇
一
〇
年
）

　
　

同　
　
　

 「
突
厥
ト
ニ
ュ
ク
ク
碑
文
箚
記
―
斥
候
か
逃
亡
者
か
」

（『
待
兼
山
論
叢
』
史
学
篇
四
二
、二
〇
〇
八
年
）

　
　

同　
　
　
「
突
厥
チ
ョ
イ
ル
碑
文
再
考
」（『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』

二
四
、二
〇
〇
九
年
）

　
　

同　
　
　
「
三
十
姓
突
厥
の
出
現
―
突
厥
第
二
可
汗
国
を
め
ぐ
る
北

ア
ジ
ア
情
勢
」（『
史
學
雜
誌
』
一
一
五
（
十
）、
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二
〇
〇
六
年
）

　
　

同　
　
　
「
二
〇
一
九
年
度
モ
ン
ゴ
ル
国
突
厥
関
連
遺
跡
調
査
箚
記
」

（『
神
女
大
史
学
』
三
十
七
、二
〇
二
〇
年
）

占　
　

満
江　
「
公
主
を
詠
じ
た
詩
に
つ
い
て
」（『
杏
林
大
学
外
国
語
学

部
紀
要
』
十
二
、二
〇
〇
〇
年
）

田
村　

実
造　
「
遼
朝
建
国
前
の
キ
タ
イ
族
―
そ
の
住
地
と
八
部
に
つ
い

て
」（
同
『
中
国
征
服
王
朝
の
研
究
』
上
所
収
、
東
洋
史

研
究
会
、
一
九
六
四
年
、
初
出
は
一
九
三
八
年
）

林　

謙
一
郎　

 「
南
詔
国
の
成
立
」（『
東
洋
史
研
究
』
四
九
（
一
）、

一
九
九
〇
年
）

　
　

同　
　
　
「「
中
国
」
と
「
東
南
ア
ジ
ア
」
の
は
ざ
ま
で
―
雲
南
に
お

け
る
初
期
国
家
形
成
」（
池
端
雪
浦
他
編
『
岩
波
講
座　

東
南
ア
ジ
ア
史　

第
一
巻　

原
始
東
南
ア
ジ
ア
世
界
』
所

収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）

　
　

同　
　
　
「
南
詔
王
権
の
確
立
・
変
質
と
唐
・
吐
蕃
関
係
―
和
親
（
公

主
降
嫁
）
の
意
味
す
る
も
の
」（『
唐
代
史
研
究
』
十
二
、 

二
〇
〇
九
年
）

速
水　
　

大　
「
開
元
二
二
年
の
唐
と
契
丹
」（『
明
大
ア
ジ
ア
史
論
集
』

一
八
、二
〇
一
四
年
）

　
　

同　
　
　
「
開
元
二
三
年
の
突
厥
の｢

東
下｣

と
唐
の
情
報
収
集
」（
前

掲『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
皇
帝
権
力
と
国
際
秩
序
』所
収
、

二
〇
二
〇
年
）

日
野
開
三
郎　
「
唐
代
の
和
蕃
公
主
」（『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集　

第
九
巻　

北
東
ア
ジ
ア
国
際
交
流
史
の
研
究　

上
』所
収
、

三
一
書
房
、
一
九
八
四
年
、
初
出
は
一
九
七
八
年
）

　
　

同　
　
　
「
唐
代
和
蕃
公
主
の
真
仮
制
と
資
装
費
」（
唐
代
史
研
究
会

編
『
隋
唐
帝
国
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
所
収
、
汲
古
書
院
、

一
九
七
九
年
）

平
田
陽
一
郎　
『
隋
唐
帝
国
形
成
期
に
お
け
る
軍
事
と
外
交
』（
汲
古
書

院
、
二
〇
二
一
年
）

廣
瀬　

憲
雄　
『
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
と
古
代
日
本
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
一
年
）

藤
澤　

義
美　
『
西
南
中
国
民
族
史
の
研
究
―
南
詔
国
の
史
的
研
究
』（
大

安
、
一
九
六
九
年
）

　
　

同　
　
　
「
唐
朝
雲
南
経
営
史
の
研
究
」（『
岩
手
大
学
学
芸
学
部
研

究
年
報
』
十
、一
九
五
六
年
）

　
　

同　
　
　
「
唐
朝
雲
南
経
営
史
の
研
究
（
其
二
）
―
玄
宗
代
の
雲
南

経
営
」（『
岩
手
大
学
学
芸
学
部
研
究
年
報
』
十
一
、 

一
九
五
七
年
）

藤
野　

月
子　
『
王
昭
君
か
ら
文
成
公
主
へ
―
中
国
古
代
の
国
際
結
婚
―
』

（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）

護　
　

雅
夫　
「
突
厥
と
隋
・
唐
両
王
朝
」（『
古
代
ト
ル
コ
民
族
史
研
究

一
』
所
収
、
山
川
出
版
社
、
一
九
六
七
年
）

森
安　

孝
夫　
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝
国
』（
興
亡
の
世
界
史
５
、
講
談

社
、
二
〇
〇
七
年
）

　
　

同　
　
　
「
吐
蕃
の
中
央
ア
ジ
ア
進
出
」（『
金
沢
大
学
文
学
部
論
集
・
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史
学
科
編
』
四
、一
九
八
四
年
）

山
内　

晋
次　
「
唐
よ
り
み
た
八
世
紀
の
国
際
秩
序
と
日
本
の
地
位
の
再

検
討
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
二
四
五
、一
九
八
六
年
）

山
口　

瑞
鳳　
『
吐
蕃
王
国
成
立
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）

〇
中
国
語

葛　
　

承
雍　
「
対
西
安
市
東
郊
唐
墓
出
土
契
丹
王
墓
誌
的
解
読
」（『
考

古
』
二
〇
〇
三
年
第
九
期
）

呉　
　

玉
貴　
『
突
厥
第
二
汗
国
漢
文
史
料
編
年
輯
考
』
下
（
中
華
書
局
、

二
〇
〇
九
年
）

　
　

同　
　
　
『
突
厥
可
汗
国
与
隋
唐
関
係
史
研
究
』（
商
務
印
書
館
、

二
〇
一
七
年
）

岑　
　

仲
勉　
『
突
厥
集
史
』（
中
華
書
局
、
一
九
五
八
年
）

参
考
史
料

［
史
料
一
］　 『
旧
唐
書
』
巻
八　

玄
宗
紀　

開
元
二
十
二
年
十
二
月
乙
巳

条

　
　
　

 

乙
巳
、
幽
州
長
史
張
守
珪
發
兵
討
契
丹
、
斬
其
王
屈
烈
及
其
大
臣

可
突
干
於
陣
、
傳
首
東
都
、
餘
叛
奚
皆
散
走
山
谷
。
立
其
酋
長
李

過
折
爲
契
丹
王
。

［
史
料
二
］　 『
新
唐
書
』
巻
五　

玄
宗
紀　

開
元
二
十
二
年
条

　
　
　

 

六
月
壬
辰
、
幽
州
節
度
使
張
守
珪
俘
奚
・
契
丹
以
獻
。
…
…
十
二

月
戊
子
朔
、
日
有
食
之
。
乙
巳
、
張
守
珪
及
契
丹
戰
、
敗
之
、
殺

其
王
屈
烈
。

［
史
料
三
］　 『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
十
四　

唐
玄
宗
紀　

開
元
二
十
二
年

条

　
　
　

 

六
月
、
壬
辰
、
幽
州
節
度
使
張
守
珪
大
破
契
丹
、
遣
使
獻
捷
。

…
…
（
十
二
月
）
乙
巳
、
幽
州
節
度
使
張
守
珪
斬
契
丹
王
屈
烈
及

可
突
干
、
傳
首
。

　
　
　

 

時
可
突
干
連
年
爲
邊
患
、
趙
含
章
・
薛
楚
玉
皆
不
能
討
、
守
珪
到

官
、
屢
擊
破
之
。
可
突
干
困
迫
、
遣
使
詐
降
、
守
珪
使
管
記
王
悔

就
撫
之
。
悔
至
其
牙
帳
、
察
契
丹
上
下
殊
無
降
意
、
但
稍
徙
營
帳

近
西
北
、
密
遣
人
引
突
厥
、
謀
殺
悔
以
叛
。
悔
知
之
。
牙
官
李
過

折
與
可
突
干
分
典
兵
馬
、
爭
權
不
叶
、
悔
說
過
折
使
圖
之
。
過
折

夜
勒
兵
斬
屈
烈
及
可
突
干
、
盡
誅
其
黨
、
帥
餘
衆
來
降
。
守
珪
出

師
紫
蒙
州
、
大
閲
以
鎭
撫
之
。
梟
屈
烈
・
可
突
干
首
于
天
津
［
橋
］



─ 82 ─

唐　張九齢『曲江集』勅書内容総覧 ――巻十一（上）――

之
南
。

［
史
料
四
］　
『
旧
唐
書
』
巻
百
九
十
九
下　

契
丹
伝
開
元
二
十
年
条

　
　
　

 
二
十
年
、
詔
禮
部
尚
書
信
安
王
禕
爲
行
軍
副
大
總
管
、
領
衆
與
幽

州
長
史
趙
含
章
出
塞
擊
破
之
、
俘
獲
甚
衆
。
可
突
于
率
其
麾
下
遠

遁
、
奚
衆
盡
降
、
禕
乃
班
師
。
明
年
、
可
突
于
又
來
抄
掠
。
幽
州

長
史
薛
楚
玉
遣
副
將
郭
英
傑
・
呉
克
勤
・
鄔
知
義
・
羅
守
忠
率
精

騎
萬
人
、
幷
領
降
奚
之
衆
追
擊
之
。
軍
至
渝
關
都
山
之
下
、
可
突

于
領
突
厥
兵
以
拒
官
軍
。
奚
衆
遂
持
兩
端
、
散
走
保
險
。
官
軍
大

敗
、
知
義
・
守
忠
率
麾
下
遁
歸
、
英
傑
・
克
勤
沒
于
陣
、
其
下

六
千
餘
人
、
盡
爲
賊
所
殺
。
詔
以
張
守
珪
爲
幽
州
長
史
兼
御
史
中

丞
以
經
略
之
。
可
突
于
漸
爲
守
珪
所
逼
、
遣
使
僞
降
。
俄
又
迴
惑

不
定
、
引
衆
漸
向
西
北
、
將
就
突
厥
。
守
珪
遣
管
記
王
悔
等
就
部

落
招
諭
之
。時
契
丹
衙
官
李
過
折
與
可
突
于
分
掌
兵
馬
、情
不
叶
、

悔
潛
誘
之
、
過
折
夜
勒
兵
斬
可
突
于
及
其
支
黨
數
十
人
。
二
十
三

年
正
月
、
傳
首
東
都
。
詔
封
過
折
爲
北
平
郡
王
、
授
特
進
、
檢
校

松
漠
州
都
督
、
賜
錦
衣
一
副
・
銀
器
十
事
・
絹
綵
三
千
疋
。

［
史
料
五
］　 『
冊
府
元
亀
』
巻
九
百
六
十
四　

外
臣
部　

封
冊
二　

唐
開

元
二
十
三
年
正
月
条

　
　
　

 

二
十
三
年
正
月
、
契
丹
知
兵
馬
官
李
過
折
來
獻
戎
捷
、
制
曰
、「
高

懸
爵
秩
、
以
待
勳
庸
、
能
者
得
之
、
固
其
宜
也
。
契
丹
兵
馬
官
李

過
折
、
蕃
中
貴
種
、
塞
下
雄
才
、
其
謀
慮
之
深
、
旣
能
轉
禍
、
當

義
勇
之
發
、
何
異
疾
雷
。
故
得
積
年
逋
誅
、
一
朝
蕩
滌
、
使
烏
竄

之
衆
、
復
爲
戎
人
、
鷹
揚
之
師
、
且
息
邊
甲
。
言
念
誠
節
、
宜
超

等
數
。
特
加
象
輅
之
封
、
仍
異
龍
城
之
禮
。
可
封
北
平
郡
王
同
幽

州
節
度
副
大
使
、
賜
帛
一
千
疋
。」

［
史
料
六
］　 『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
十
四　

唐
玄
宗
紀　

開
元
二
十
三
年

春
正
月
条

　
　
　

 

春
、
正
月
、
契
丹
知
兵
馬
中
郞
李
過
折
來
獻
捷
。
制
以
過
折
爲
北

平
王
、
檢
校
松
漠
州
都
督
＊
。

　
　
　

 

＊
『
資
治
通
鑑
考
異
』
巻
十
三　
「
開
元
二
十
三
年
正
月
李
過
折

檢
校
松
漠
州
都
督
」
条
の
考
異

　
　
　

 

實
錄
云
「
同
幽
州
節
度
副
大
使
」。
舊
傳
云
「
授
特
進
・
檢
校
松

漠
州
都
督
」。
按
過
折
雖
有
功
、
唐
未
必
肯
使
爲
幽
州
節
度
使
。

今
從
舊
傳
。

［
史
料
七
］　

李
過
折
墓
誌

　
　
　

 

唐
故
特
進
・
松
漠
府
都
督
兼
同
幽
州
節
度
副
使
・
北
平
郡
王
李
府

君
墓
誌
銘
并
序

　
　

　
　
　

 

府
君
諱
過
折
、
字
過
折
、
其
先
陰
山
王
之
種
、
即
虜
族
也
。
初
以

副
相
可
突
于
執
心
倔
強
、太
上
皇
忌
之
。府
君
知
其
故
而
爲
之
謀
。

梟
其
首
而
獻
其
可
、然
後
率
彼
部
落
數
千
餘
人
、咸
挺
身
以
許
國
、

遂
將
命
而
歸
天
。
府
君
累
摭
勳
庸
、
特
封
茅
土
、
代
濟
其
美
、
因

家
京
兆
焉
、
况
殘
孽
未
殄
、
卒
罹
于
谷
、
開
元
廿
三
年
忽
以
衆
寡

不
敵
、
奄
終
王
事
、
春
秋
四
十
有
二
矣
。
嗚
呼
、
其
生
也
榮
、
其

亡
也
哀
、
頃
逢
險
艱
、
靡
及
安
厝
、
今
來
卜
宅
、
願
畢
封
樹
矣
、

即
以
永
泰
二
年
歳
次
景
午
四
月
丙
戌
朔
十
二
日
丁
酉
遷
葬
於
灞
陵

原
、
禮
也
。
夫
人
羊
氏
、
閨
闈
令
淑
、
琴
瑟
惠
和
。
鸞
鏡
先
沉
、
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自
起
䀌䀌
然
之
痛
。
龍
泉
次
没
、
空
盈
逝
者
之
悲
。
嗣
子
神
策
軍
行

營
都
知
兵
馬
使
・
盩盩
厔
已
來
都
防
禦
使
・
開
府
儀
同
三
司
・
試
太

常
卿
兼
右
武
𫟘
大
將
軍
・
交
河
郡
王
忠
誠
、
孝
本
因
心
、
泣
惟
繼

血
、
猶
恐
壑
舟
易
失
、
石
火
難
留
、
爰
命
不
才
、
式
題
銘
曰
、
千

夫
長
、
萬
夫
長
、
倏
兮
來
、
忽
兮
往
。
驪
岫
北
、
灞
陵
東
、
于
嗟

府
君
兮
居
其
中
、
刻
貞
石
兮
銘
有
功
、
與
天
地
兮
相
終
。

　
　
　
　
　

左
𫟘
倉
曹
參
軍
張
彧
撰
、
金
紫
光
禄
大
夫
試
光
禄
卿
段
晏
書

［
史
料
八
］　
『
旧
唐
書
』
巻
百
九
十
四
上　

突
厥
伝　

開
元
九
年
条

　
　
　

 

俄
又
遣
使
請
和
、
乞
與
玄
宗
爲
子
、
上
許
之
。
伋
請
尚
公
主
、
上

但
厚
賜
而
遣
之
。

［
史
料
九
］　 『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
十
四　

唐
玄
宗
紀　

開
元
二
十
二
年

冬
十
二
月
条

　
　
　

 

冬
、
十
二
月
、
…
…
突
厥
毗
伽
可
汗
爲
其
大
臣
梅
錄
啜
所
毒
、
未

死
、
討
誅
梅
錄
啜
及
其
族
黨
。
旣
卒
、
子
伊
然
可
汗
立
、
尋
卒
、

弟
登
利
可
汗
立
、
庚
戌
、
來
告
喪
。

［
史
料
十
］　 『
冊
府
元
亀
』
巻
九
百
七
十
五　

外
臣
部　

褒
異
二

　
　
　

 （
開
元
二
十
年
）
二
月
癸
巳
（
二
十
日
）、
突
厥
首
領
烏
鶻
達
干
來

朝
、
賜
帛
二
十
疋
、
放
還
蕃
。

　
　
　

 

七
月
庚
子（
七
月
に
庚
子
無
し
）、突
厥
可
汗
堂
弟
阿
支
監
擦
來
朝
、

授
將
軍
、
放
還
蕃
。

　
　
　

 （
開
元
二
十
一
年
）
三
月
乙
卯
（
十
七
日
）、
突
厥
遣
使
斯
壁
紆
思

觧
闕
等
十
六
人
來
朝
、
竝
授
郎
將
、
賜
帛
六
十
匹
、
放
還
蕃
。

　
　
　

 

四
月
壬
戌
（
二
十
六
日
）
…
…
突
厥
大
使
烏
鶻
達
干
來
朝
、
宴
于

内
殿
、
授
將
軍
、
賜
帛
一
百
疋
、
放
還
。（
同
書
巻
九
百
七
十
一
・ 

外
臣
部
・
朝
貢
四
）

　
　
　

 

九
月
…
…
戊
寅
（
二
十
日
）、
突
厥
遣
其
大
臣
牟
伽
難
達
干
等

十
二
人
來
朝
。
竝
授
郎
將
、
賜
綵
六
十
疋
、
放
還
蕃
。（
同
書
巻

九
百
七
十
一
は
、
十
三
人
に
作
る
）

　
　
　

 （
開
元
二
十
二
年
）
三
月
乙
酉
（
二
十
四
日
）、
突
厥
遣
其
大
臣
斯

壁
紆
思
觧
闕
來
朝
、
授
左
金
吾
𫟘
大
將
軍
員
外
、
賜
紫
衣
、
錦
袍
、

繍
半
臂
、
金
鈿
帯
、
魚
袋
七
事
、
絹
二
百
疋
、
金
銀
器
六
事
、
放

還
蕃
。

［
史
料
十
一
］ 　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
百
七
十
九　

外
臣
部　

和
親
二　

唐

開
元
二
十
二
年
四
月
条

　
　
　

 

二
十
二
年
四
月
、
突
厥
遣
使
來
朝
謝
婚
。
表
曰
、
自
遣
使
入
朝
已

來
、
甚
好
和
同
、
一
無
虛
誑
。
…
…
僅
使
哥
解
粟
必
謝
婚
、
他
滿

達
干
請
期
、
獻
馬
四
十
疋
充
押
亟
。

［
史
料
十
二
］ 　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
十
四　

唐
玄
宗
紀　

開
元
二
十
一

年
閏
三
月
癸
酉
条

　
　
　

 

幽
州
道
副
總
管
郭
英
傑
與
契
丹
戰
于
都
山
、
敗
死
。
…
…
可
突
于

引
突
厥
之
衆
來
合
戰
、
奚
持
兩
端
、
散
走
保
險
、
唐
兵
不
利
。

［
史
料
十
三
］ 　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
百
七
十
五　

外
臣
部　

褒
異
二　

唐

開
元
十
九
年
四
月
条

　
　
　

 
四
月
辛
巳
（
三
日
）、
突
厥
可
汗
弟
闕
特
勒
卒
。
帝
降
書
弔
之
曰

…
…
今
申
弔
賻
、
幷
遣
致
祭
、
喩
意
旨
、
薦
茲
禮
物
。（
是
年

十
一
月
詔
金
吾
將
軍
張
去
逸
、
都
官
郎
中
呂
向
齎
璽
書
入
戎
弔
并
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爲
立
碑
文
、
帝
自
爲
碑
文
廟
、
仍
立
祠
、
刻
石
爲
像
）

　
　
　

＊
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
十
三　

唐
玄
宗
紀
は
三
月
と
す
る

［
史
料
十
四
］　
『
旧
唐
書
』
巻
百
九
十
四
上　

突
厥
伝　

開
元
二
十
年
条

　
　
　

 
二
十
年
、
闕
特
勤
死
、
詔
金
吾
將
軍
張
去
逸
・
都
官
郞
中
呂
向
齎

璽
書
入
蕃
弔
祭
、
幷
爲
立
碑
、
上
自
爲
碑
文
、
仍
立
祠
廟
、
刻
石

爲
像
、
四
壁
畫
其
戰
陣
之
狀
。
二
十
年
、
小
殺
爲
其
大
臣
梅
錄
啜

所
毒
、
藥
發
未
死
、
先
討
斬
梅
錄
啜
、
盡
滅
其
黨
。
旣
卒
、
國
人

立
其
子
爲
伊
然
可
汗
。詔
宗
正
卿
李
佺
往
申
弔
祭
、幷
册
立
伊
然
、

爲
立
碑
廟
、
仍
令
史
官
起
居
舍
人
李
融
爲
其
碑
文
。
無
幾
、
伊
然

病
卒
、
又
立
其
弟
爲
登
利
可
汗
。

［
史
料
十
五
］ 　
『
新
唐
書
』
巻
二
百
十
五
下　

突
厥
伝

　
　
　

 

默
棘
連
請
昏
既
勤
、
帝
許
可
、
於
是
遣
哥
解
栗
必
來
謝
、
請
昏
期
。

俄
爲
梅
錄
啜
所
毒
、
忍
死
殺
梅
錄
啜
、
夷
其
種
、
乃
卒
。
帝
爲
發

哀
、
詔
宗
正
卿
李
佺
弔
祭
、
因
立
廟
、
詔
史
官
李
融
文
其
碑
。
國

人
共
立
其
子
爲
伊
然
可
汗
。

［
史
料
十
六
］ 　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
百
七
十
五　

外
臣
部　

褒
異
二　

唐

開
元
二
十
二
年
十
二
月
条

　
　
　

 

十
二
月
庚
戌
、突
厥
毘
伽
可
汗
小
殺
爲
其
大
臣
梅
禄
啜
所
毒
而
卒
。

帝
悼
之
、
輟
朝
三
日
。
…
…
甲
寅
、
於
雒
城
南
門
舉
哀
、
命
宗
正

李
佺
申
弔
祭
焉
。

［
史
料
十
七
］ 　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
百
八
十　

外
臣
部　

通
好　

唐
開
元

二
十
三
年
三
月
条

　
　
　

 

二
十
三
年
三
月
、
命
内
使
竇
元
禮
使
於
吐
蕃
使
悉
諾
勃
藏
還
蕃
、

命
通
事
舎
人
楊
紹
賢
往
赤
嶺
以
宣
慰
。

［
史
料
十
八
］　
『
曲
江
集
』
巻
十
一
「
敕
吐
蕃
贊
普
書
」
通
号
六
十
九

　
　
　

 

皇
帝
問
贊
普
。
緣
國
家
先
代
公
主
既
是
舅
甥
、
以
今
日
公
主
即
爲

子
婿
、
如
是
重
姻
、
何
待
結
約
。
…
…
晩
春
極
暄
、
贊
普
及
平
章

事
首
領
竝
平
安
好
、
有
少
信
物
、
別
具
委
曲
、
遣
書
指
不
多
及
。

［
史
料
十
九
］　
『
唐
会
要
』
巻
六　

和
蕃
公
主

　
　
　

金
城
。
雍
王
守
禮
女
、
神
龍
三
年
四
月
十
四
日
降
于
吐
蕃
贊
普
。

［
史
料
二
十
］ 　
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
四
十
二　
「
册
金
城
公
主
文
」（
景
雲

二
年
六
月
二
十
日
）

　
　
　

 

維
景
雲
二
年
歳
次
辛
亥
□
月
二
十
日
癸
亥
、
皇
帝
若
曰
、
咨
爾
金

城
公
主
…
…
今
猶
子
屬
愛
、
何
異
所
生
、
然
叔
父
繼
恩
、
更
思
敦

睦
、
是
命
用
朝
散
大
夫
試
司
賓
少
卿
護
軍
曹
國
公
甘
昭
充
使
、
試

詹
事
丞
攝
太
子
贊
善
大
夫
沈
皓
仙
爲
副
、
持
節
往
册
。
爾
爲
朕
長

女
、
依
𦾔
封
金
城
公
主
、
率
由
嬪
則
、
無
替
爾
儀
、
載
光
本
朝
、

俾
乂
蕃
服
、
豈
可
不
愼
歟
。

［
史
料
二
十
一
］ 　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
百
七
十
九　

外
臣
部　

和
親
二　

唐
開
元
四
年
八
月
条
お
よ
び
開
元
五
年
三
月
条

　
　
　

 

四
年
八
月
吐
蕃
請
和
、
從
之
、
賞
賜
金
城
公
主
及
贊
普
錦
帛
…
…

公
主
奉
表
謝
恩
曰
、
金
城
公
主
奴
奴
言
、
仲
夏
盛
熱
、
伏
惟
皇
帝

兄
…
…

　
　
　

 
五
年
三
月
、
吐
蕃
贊
普
又
遣
使
奉
表
請
和
、
金
城
公
主
上
表
曰
、

金
城
公
主
奴
奴
言
、
季
夏
極
熱
、
伏
惟
皇
帝
兄
…
…

［
史
料
二
十
二
］ 　
『
金
石
萃
編
』
巻
百
六
十
「
南
詔
徳
化
碑
」（
便
宜
的
に
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詔
勅
の
対
象
者
を
（　

）
で
示
し
た
）

　
　
　

 

…
…
洎
先
詔
（
皮
羅
閣
）
與
御
史
嚴
正
誨
靜
邊
寇
、
先
王
統
軍
打

石
橋
城
、
差
詔
（
閣
羅
鳳
）
與
嚴
正
誨
攻
石
和
子
。
父
子
分
師
、

兩
殄
兇
醜
。
加
左
領
軍
衞
大
將
軍
。
無
何
、
又
與
中
使
王
承
君
同

破
劍
川
、
…
…

［
史
料
二
十
三
］ 　
『
冊
府
元
亀
』
巻
百
六
十
二　

帝
王
部　

命
使
二　

唐

開
元
二
十
三
年
二
月
辛
亥
条

　
　
　

 

辛
亥
、
初
置
十
道
採
訪
處
置
使
。
…
…
益
州
長
史
・
持
節
劍
南
節

度
副
大
使
王
昱
爲
劍
南
道
採
訪
使
。

［
史
料
二
十
四
］ 　
『
旧
唐
書
』
巻
百
九
十
六
上　

吐
蕃
上　

開
元
二
十
四

年
条

　
　
　

 

…
…
太
僕
卿
王
昱
爲
益
州
長
史
・
劍
南
節
度
使
、
分
道
經
略
、
以

討
吐
蕃
。
仍
令
毀
其
分
界
之
碑
。

［
史
料
二
十
五
］ 　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
十
四　

唐
紀
三
十　

開
元

二
十
六
年
六
月
条

　
　
　

 

辛
丑
、
以
岐
州
刺
史
蕭
炅
爲
河
西
節
度
使
總
留
後
事
、
鄯
州
都
督

杜
希
望
爲
隴
右
節
度
使
、
太
僕
卿
王
昱
爲
劍
南
節
度
使
。

［
史
料
二
十
六
］ 　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
十
四　

唐
玄
宗
紀　

開
元

二
十
六
年
九
月
条

　
　
　

 

初
、
儀
鳳
中
、
吐
蕃
陷
安
戎
城
而
據
之
、
其
地
險
要
、
唐
屢
攻
之
、

不
克
。
劍
南
節
度
使
王
昱
築
兩
城
於
其
側
、
頓
軍
蒲
婆
嶺
下
、
運

資
糧
以
逼
之
。
吐
蕃
大
發
兵
救
安
戎
城
、
昱
衆
大
敗
、
死
者
數
千

人
。
昱
脫
身
走
、
糧
仗
軍
資
皆
棄
之
。
貶
昱
栝
州
刺
史
、
再
貶
高

要
尉
而
死
。

［
史
料
二
十
七
］ 　
『
新
唐
書
』
巻
二
百
十
五
下　

突
厥
伝　

開
元
十
九
年

条

　
　
　

 

十
九
年
、
闕
特
勒
死
、
使
金
吾
將
軍
張
去
逸
・
都
官
郎
中
呂
向
奉

璽
詔
弔
祭
、
帝
爲
刻
辭
于
碑
、
仍
立
廟
像
、
四
垣
圖
戰
陣
狀
、
詔

高
手
工
六
人
往
、
繪
寫
精
肖
、
其
國
以
爲
未
嘗
有
、
默
棘
連
視
之
、

必
悲
梗
。

［
史
料
二
十
八
］ 　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
百
七
十
一　

外
臣
部　

朝
貢
四　

唐
開
元
二
十
三
年
正
月
条

　
　
　

二
十
三
年
正
月
、
突
厥
哥
解
骨
支
車
鼻
施
頡
斤
來
朝
。


